
第57期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

①会計監査人の状況
②業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況

③連結計算書類の注記
④計算書類の注記
（2017年10月１日から2018年９月30日まで）

上記につきましては、法令及び当社定款第17条の定めに基づき、当社ウ
ェブサイト（http://www.cmc.co.jp/）に掲載することにより、株主の
皆さまに提供しております。



会計監査人の状況
1.　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2.　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 会計監査人としての報酬等の額　31百万円
(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額　31百万円

 

　 (注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法
上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金
額はこれらの合計額を記載しております。

3.　会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠などが
適切であるかについて確認を行った結果、同意の判断をしております。

4.　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、会計監査人としてふさわしくない
非行があったとき、心身の故障のため職務に支障があり、又はこれに堪えないとき等、その会計監査人の職務の
執行に支障があると判断した場合には、その会計監査人を解任、又は不再任とするものとします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
［ご参考］コーポレート・ガバナンス体制図
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1.　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す

るための体制
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会におい
て決議しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役は、「シイエム・シイグループ企業行動憲章」、「取締役会規則」等の行動規範に基づき職務を
　執行し、取締役会を通じて代表取締役の業務執行の監視、監督を行う。また、法令遵守体制にかかる規
　程を整備し、コンプライアンス体制の整備を行う。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてア
　ドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努める。

②　監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定
　と代表取締役の業務執行の状況について監査を行う。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び
管理を行う。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　代表取締役社長をリスクに関する統括責任者とする。
②　部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が予防・対策に努めることとするほか、情報セキュリ

　ティ及び個人情報保護に関しては、「ISP関連規程」に基づいて対応する。
③　内部監査部門である内部監査室は、各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施するとともに、統括

　責任者に報告する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執
　行状況を監督する。

②　中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。
③　取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にするとともに、執行役員へ権限を委譲し、職務執行を効率

　的かつ迅速に行う。
④　重要な経営課題について、取締役・執行役員他で構成される経営企画会議で十分な検討を行い、経営上

　の意思決定を迅速に行う。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　「シイエム・シイグループ企業行動憲章」、社内規程の周知徹底と職務に関連した法令の遵守を徹底す
　るために、定期的に教育を行う。

②　「内部通報制度」を整備し、通報者保護の徹底、社外窓口の設置など、不正な行為を通報できる体制を
　整える。

③　内部監査部門である内部監査室は、使用人の職務執行の状況について、定期的に内部監査を行う。
(6) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　「関係会社管理規程」に基づき、子会社の重要事項の決定には、子会社と十分に協議した上で当社取締
　役会の承認を行うことにより子会社の経営管理を行う。

②　シイエム・シイグループにおける企業倫理の徹底、コンプライアンス経営を推進するため、「内部通報
　制度」を活用する。

③　監査役と内部監査部門である内部監査室が緊密に連携して、当社や子会社などの業務監査を実施する。
④　毎月開催される経営企画会議に連結子会社代表取締役は出席し、業績報告他業務報告を行う。また、連

　結子会社以外の関係会社についても、経営企画会議の場において、業績報告他業務報告を行う。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役は、内部監査部門である内部監査室等に所属する使用人から監査役職務を補助すべき使用人を指
名できるものとする。当該使用人は、監査役の指示に従い誠実にその指示を履行する。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　前号の使用人の独立性を確保するため、配置する使用人の人事異動及び考課等については、事前に監査
役会の同意を得る。

(9) 取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①　監査役は、取締役会、経営企画会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な書類を

　適時閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人等に対して、職務執行についての報告を求めることがで
　きる。また、取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実及び法令・定款に違反する重大な事
　実等が発生した場合は、速やかに監査役に報告する。

②　監査役は、会計監査人より、取締役及び使用人等の業務の適法性・妥当性について報告を受ける。また、
　内部監査部門である内部監査室より、監査結果について報告を受ける。
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③　監査役は、取締役が整備する「内部通報制度」による通報状況について報告を受ける。
④　監査役に報告をした取締役や使用人等に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行

　うことを禁じる。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門である内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を
　行うとともに、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。

②　監査役が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは当該費用または債務を適
　切に処理する。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
①　財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適切かつ有効に対応するため、

　基本計画を定めた上、管理本部長をプロジェクトリーダーとする内部統制報告制度対応プロジェクトに
　より全社的な体制で整備を行う。

②　内部統制事務局は、内部統制報告制度対応プロジェクトに基づき、子会社を含め、シイエム・シイグル
　ープの財務報告に係る内部統制の状況について統括・管理する。

③　内部監査部門である内部監査室は、子会社を含め、シイエム・シイグループの財務報告に係る内部統制
　の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、是正すべき事項があればこれを内部統制事務局に対
　し勧告する。

(12) 反社会的勢力排除に向けた体制
　当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅
然とした態度で臨み、これらの活動を助長しないこととしている。また、反社会的勢力及び団体から不当
な要求があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、弁護士等）と連携して組織的に取り組み、毅然
とした対応をとる。
　また、自治体（都道府県等）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を
助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行わない。

2.　業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は上記の方針に基づき、第57期事業年度において、以下の内容にて適切な運用を行っております。
(1) 重要な会議の開催状況

　取締役会は18回開催され、社外取締役、社外監査役も含めて、取締役会決議付議基準に基づき、付議され
た議案について検討、意思決定を行っております。また、経営企画会議は毎月開催され、取締役、監査役に
加えて、執行役員並びに連結子会社代表取締役も出席し、各部門及びグループ企業の業務や業績の進捗状況
の確認、分析を行っているほか、重要事項について共有しております。
(2) 監査役の職務遂行について

　監査役は、監査役会において定めた監査方針や監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会、経営企
画会議等の主要な会議に出席し、業務執行が適切になされているかを確認しております。
(3) 内部監査の実施について

　内部監査室は、期初に定めた内部監査計画に基づき、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、合理的
に運営されているか否かについての業務監査を全部門に実施しております。
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1．　連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　　　８社

連結子会社の名称
株式会社CMC Solutions
丸星株式会社
Maruboshi Europe B.V.
広州国超森茂森信息科技有限公司
CMC ASIA PACIFIC CO., LTD.
Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.
株式会社メイン
株式会社シミュラティオ

当連結会計年度より、新たに株式を取得した株式会社シミュラティオを、連結の範囲に含めておりま
す。

(2) 非連結子会社の名称
CMC PRODUCTIONS USA INC.
Maruboshi France S.A.R.L.
Maruboshi Central & Eastern Europe Sp. zo.o.
広州市丸星資訊科技有限公司
台灣丸星資訊科技股分有限公司
株式会社アサヒ・シーアンドアイ
連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためで
あります。

2．　持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社数

該当事項はありません。
(2) 持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。
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(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
CMC PRODUCTIONS USA INC.
Maruboshi France S.A.R.L.
Maruboshi Central & Eastern Europe Sp. zo.o.
広州市丸星資訊科技有限公司
台灣丸星資訊科技股分有限公司
株式会社アサヒ・シーアンドアイ
持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が
連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外
しております。

3．　会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法

②　たな卸資産
ａ　商品・製品・原材料

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
ｂ　仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
ｃ　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。主な
耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年
機械装置及び運搬具 ４年～10年
工具、器具及び備品 ２年～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期
間（５年）に基づいており、無形資産については、効果の及ぶ期間(５年)に基づいております。

③　リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

売掛金・貸付金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しており
ます。

③　役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しておりま
す。

④　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき、当連結会計年度末要支給額を計上しておりま
す。
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(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る負債の計上基準

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

②　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソ
フトウエア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用しており
ます。

③　のれんの償却方法及び償却期間
３年間または７年間で均等償却しております。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持
分に含めております。

⑤　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（連結貸借対照表に関する注記）
1．　有形固定資産の減価償却累計額 2,488,569千円

2．　裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高 32,996千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1．　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 7,182,000株

2．　配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2017年12月22日
定時株主総会 普通株式 200,468千円 85円 2017年

９月30日
2017年

12月25日

(注）2018年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。１株
　　 当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載しております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2018年12月21日開催の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

株式の種類 配当金
の総額

配当金
の原資

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

普通株式 250,757千円 利益剰余金 36円 2018年
９月30日

2018年
12月25日
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（金融商品に関する注記）
1．　金融商品の状況に関する事項

当社グループは、余剰資金を安全性の高い金融資産で運用しております。なお、余剰資金の運用を目的とす
る投機的な有価証券投資、リスク性金融商品投資は行わないことを基本方針としております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、投資有価証券は株式と債券であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2．　金融商品の時価等に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額(＊)

時価
(＊) 差額

(1)現金及び預金 7,762,705 7,762,705 ―

(2)受取手形及び売掛金 2,638,548 2,638,548 ―

(3)投資有価証券

その他有価証券 362,393 362,393 ―

(4)支払手形及び買掛金 (786,000) (786,000) ―

(5)短期借入金 (120,267) (120,267) ―

(6)未払金 (138,603) (138,603) ―

(7)未払法人税等 (449,403) (449,403) ―

(＊)　負債で計上されているものについては、（　）で示しております。

(注)1　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格
によっております。

(4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)未払金、(7)未払法人税等
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
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(注)2　非上場株式（連結貸借対照表計上額390,282千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(3)投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
1．　１株当たり純資産額 1,868円32銭
2．　１株当たり当期純利益 188円74銭
(注) 　2018年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．　有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式

移動平均法による原価法
(2) その他有価証券

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法

2．　たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品・原材料

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
(2) 仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

3．　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。主な耐
用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～50年
機械及び装置 ４年～10年
工具、器具及び備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づいております。
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4．　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売掛金・貸付金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に
おいて発生していると認められる額を計上しております。
退職給付費用の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき、当事業年度末要支給額を計上しております。

5．　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計
算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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（貸借対照表に関する注記）
1．　有形固定資産の減価償却累計額 2,298,633千円

2．　裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高 32,996千円

3．　保証債務
以下の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

広州国超森茂森信息科技有限公司 61,782千円
CMC ASIA PACIFIC CO., LTD. 74,200千円

4．　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
(1) 短期金銭債権 24,234千円
(2) 長期金銭債権 95,000千円
(3) 短期金銭債務 86,858千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高は次のとおりであります。

営業取引
売上高 37,061千円
外注費 458,420千円
その他の営業費用 65,470千円

営業外取引
資産の購入 39,915千円
営業外収益 181,355千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 216,502株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金、退職給付引当金等であります。
繰延税金負債の主な発生原因は、その他有価証券評価差額金であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
役員及び個人主要株主等

（単位：千円）

種 類 氏 名 議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関連当事者との
関 係

取 引 の
内 容 取 引 金 額 科目 期 末 残 高

役員及び
その近親者 佐々香予子 被所有

直接27.7％ ― 自己株式の取得
(注)１ 353,760 ― ―

役員及び
その近親者 佐々　幸恭 被所有

直接2.6％
当社代表

取締役社長
金銭報酬債権の
現物出資(注)２ 29,700 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１　自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得
　　　　　しており、取引価格は2018年２月13日の終値によるものであります。
　　　２　譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。

（１株当たり情報に関する注記）
1．　１株当たり純資産額 1,836円06銭
2．　１株当たり当期純利益 173円46銭
(注) 　2018年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
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